
【図表資-5-217】熊毛保健医療圏 心筋梗塞等の心血管疾患に係る医療連携体制図 

・ 専門的な治療（心臓カテーテル検査の実施，経皮的冠動脈形成術などの実施）

・ 包括的あるいは多要素リハビリテーション

心筋梗塞等の心血管疾患に係る医療連携体制
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［県健康増進課作成］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【図表資-5-218】熊毛保健医療圏における医療機能の基準（心筋梗塞等の心血管疾患） 

［熊毛支庁作成］ 


